
宮城県スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１ 宮城県スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業（以下「本事業」とい

う。）の実施に当たっては、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急

対策のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業実施要領（令和８年１

月１４日付け７農産第３８５６号農林水産省農産局長通知。以下、「国要領」という。）

及びスマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート技

術体系への包括的転換加速化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和８年１月１４日付

け７農産第３６７８号農林水産事務次官依命通知。以下、「国要綱」という。）、宮城県

スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業費補助金交付要綱（令和８年２月

２４日付け農振第９８５号通知。以下、「県交付要綱」という。）によるもののほか、本

要領に定めるところによるものとする。 

 

（事業の内容等） 

第２ 本事業の内容は、国要綱第５に定めるものとし、その事業メニュー、取組主体及び採

択要件は国要綱別表１及び国要領別記１－２の第１０に掲げるとおりとする。 

 

（事業実施の手続） 

第３ 事業実施の手続は、国要領別記１－２の第９に定めるものとする。 

２ 知事は、国要領別記１－２の第９の２で承認された都道府県スマート農業ビジョン（宮

城県）について、地域協議会長等に通知するものとする。 

３ 本事業を実施しようとする者は以下の区分に応じ、それぞれ定める計画書等を作成し、

知事に提出するものとする。 

（１） 地域協議会長等に当たっては、産地スマート計画及び取組主体事業計画書等 

（２） 高度利用計画取組主体（国要領別記１－２の第９の５に規定する者をいう。以下

同じ）に当たっては、スマート技術高度利用計画書等 

４ 知事は、前項（１）により提出のあった計画等について審査を行い、都道府県事業計画

の取組内容への位置付けについての可否を決定し、地域協議会長等に通知する。 

５ 知事は、第３項（２）により提出のあった計画等について内容を確認し、必要に応じて、

高度利用計画取組主体に対して修正等の指示を行うものとする。 

６ 知事は、国要領別記１－２の第９の６の（３）の規定に基づく東北農政局長等との協議

終了後、同要領第９の６の（５）の規定により産地スマート計画、取組主体事業計画及び

スマート技術高度利用計画を承認した場合は、地域協議会長等及び高度利用計画取組主

体に通知するものとする。 

７ 地域協議会長等は、前項の規定により知事より産地スマート計画及び取組主体事業計

画の承認の通知を受けた場合は、承認を受けた産地スマート計画の取組内容に含まれて

いる取組主体事業計画の承認を行うものとする。 

８ 地域協議会長等及び高度利用計画取組主体は、成果目標の達成に資する場合には、本要

領に定める範囲内で、産地スマート計画又はスマート技術高度利用計画を変更すること

ができるものとする。 

 



（事業実施状況及び達成状況の報告） 

第４ 地域協議会長等及び高度利用計画取組主体は、事業実施状況の報告及び達成状況の

評価について、国要領別記１－２の第１６及び第１７により知事に報告するものとする。 

 

（事業名の掲示等） 

第５ 本事業により設置した施設、又は導入した機械等には、本事業名、本事業の実施年度

等を表示するものとする。 

 

（事業の公表） 

第６ 知事は、国要領別記１－２の第１７の９の規定に基づき、原則として事業評価を行っ

た年度に、その評価結果及び成果目標の達成率が８０％に満たなかった産地スマート計

画又はスマート技術高度利用計画を有する地域協議会及び高度利用計画取組主体を公表

するものとする。 

 

（推進指導等） 

第７ 地域協議会長等は、本事業の効果的かつ適正な推進を図るため、市町村及び農業団体

等関係機関との密接な連携による推進体制の整備を図り、本事業の実施について推進指

導に当たるものとする。 

 

（書類の提出及び経由） 

第８ この要領により知事に提出する書類は、事業を所轄する地方振興事務所長又は同地

方振興事務所地域事務所長（以下、「所長」という。）を経由し、所長はその写しを保管

するものとする。 

 

 （その他） 

第９ この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和８年２月２４日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要領は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に当

該補助金にも適用するものとする。 


